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区分 C２（新機能・留意事項変更）における医療機器の期中導入等について 

平素は本会会務運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
さて、本年８月１９日開催の中央社会保険医療協議会において、区分 C２（新

機能・留意事項変更）として「カタナ アベンシア N」が同年９月より期中導入

として保険適用されることが承認されました。 
この度、関連通知として、厚生労働省保険局医療課より別添のとおり連絡が

ありましたので、お知らせいたします。 
保険適用については、令和２年９月診療分からであり、現時点で該当する製

品は「カタナ アベンシア N」のみとなります。 

（別 添） 
○「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」

等の一部改正について（令和２年８月３１日付・事務連絡）

Ｒ２.９.１より保険適用になる前歯歯CADの点数が確
定しました。詳細については以下の資料をご確認く
ださい。(全３枚) 北埼玉歯科医師会医療保険部長　島田顕



 令和２年８月 31 日 

CAD/CAM 冠用材料(Ⅳ)（カタナ アベンシア N）の取り扱いについて 

日本歯科医師会 保険医療課 

 今般、9 月 1 日より保険適用される CAD/CAM 冠用材料(Ⅳ) （カタナ アベンシア

N）について、以下の点にご留意ください。

１．本材料は、前歯に使用することが前提の製品となります。 

２．本材料により製作される CAD/CAM 冠の品質確保のため、製品に付属されているい

わゆるトレーサビリティシール（材料の名称及びロット番号等が記載されたシー

ル）を診療録に貼付するなどの方法により保存管理してください。

外注技工により製作する場合は、歯科技工所においてもトレーサビリティシール

を保存管理するよう依頼してください。

トレーサビリティシールは製品に 2 枚付属されます。

３．診療報酬明細書の記載方法 

「歯冠修復及び欠損補綴」欄 

「その他」欄について 

前歯に対して CAD/CAM 冠用材料（Ⅳ）を用いた歯冠修復は、「歯 

CAD（Ⅳ）」と表示し、点数及び回数を記載してください。 

４．請求点数 

M015-2 CAD／CAM 冠（1 歯につき） 

CAD/CAM 冠（前歯） 技術料 1,200 点 + 材料料 576 点 ＝ 1,776 点 

M001 歯冠形成（1 歯につき） 

技術料：１ 生活歯歯冠形成 ロ 非金属冠 306 点 + 490 点 ＝ 796 点 

２ 失活歯歯冠形成 ロ 非金属冠 166 点 + 470 点 ＝ 636 点 

M003 印象採得 

技術料：1 歯冠修復 ロ 連合印象 64 点 

M005 装着 

技術料：１ 歯冠修復（1 個につき） 45 点 + 内面処理加算 1 45 点 ＝ 90 点 



D010 歯冠補綴時色調採得検査（１枚につき）   10 点 

前歯に対し、CAD/CAM 冠を製作する場合において、CAD/CAM 冠用材料（Ⅳ）の

色調を決定することを目的として、色調見本とともに当該歯冠補綴を行う部

位の口腔内写真を撮影した場合は、区分番号 D010 に掲げる歯冠補綴時色調

採得検査に準じて算定してください。 

M003-2 テンポラリークラウン（１歯につき）   34 点 

前歯に対し、区分番号 M001 に掲げる歯冠形成のうち、CAD/CAM 冠に係る費用

を算定した歯又は CAD/CAM 冠の歯冠形成を行うことを予定している歯で、テ

ンポラリークラウンを用いた場合は、区分番号 M003－2 に掲げるテンポラリ

ークラウンに準じ、当該歯に係る処置等を開始した日から当該補綴物を装着

するまでの期間において、1 歯につき 1 回に限り算定してください。

５．その他 

前歯 CAD/CAM 冠については、クラウン・ブリッジ維持管理料の対象となりま

す。なお、金属アレルギー患者に対する CAD/CAM 冠については対象となりませ

ん。 


